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を
把
握
し
、
今
後
の
市
政
運
営
の
参
考
と

す
る
た
め
行
っ
た
「
第
五
次
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
達
成
状
況
調
査
」
の
結
果
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
。
協
力
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
調
査
結
果
報
告
書
は
、
市
民
情
報
コ
ー

ナ
ー
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
市

立
中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室
、
東
・
駅
前

図
書
館
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
企
画
一

課
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　
企
画
一
課
（
☎
８
２
５・２
０
１
６
）

令
和
３
年�

経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査

　
６
月
１
日
現
在
で
全
て
の
事
業
所
・
企

業
を
対
象
に
調
査
を
行
い
ま
す
。
５
月
下

旬
に
調
査
員
が
訪
問
し
、
調
査
票
を
配
布

し
ま
す
の
で
調
査
へ
の
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
を
お

す
す
め
し
て
い
ま
す
）。

　
調
査
の
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
行
政
施
策
の
立
案
や
民
間
企
業

に
お
け
る
経
営
計
画
の
策
定
な
ど
、
社
会

経
済
の
発
展
を
支
え
る
基
礎
資
料
と
し
て

広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
内
容
は
、
法

律
に
よ
り
統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る

こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

問　
総
務
課
統
計
担
当
（
☎
８
２
４
・
１

１
８
１
）

手

　続

　き

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
に
対
す
る�

特
別
給
付
金

　
戦
傷
病
者
な
ど
が
４
月
１
日
時
点
で
増

加
恩
給
な
ど
を
受
け
、
第
５
款
症
以
上
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
支
給
条

件
で
す
。

▽
給
付
額　
戦
傷
病
者
な
ど
の
障
害
の
程
度

や
受
給
権
取
得
時
期
に
よって
異
な
り
ま
す

※
対
象
者
に
は
国
か
ら
請
求
書
な
ど
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

申
込
・
問　
令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
）

ま
で
に
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
福
祉
総
務

課
（
〒
572
―
８
５
６
６
池
田
西
町
24
番
５

号
、
☎
８
３
８
・
０
１
７
１
）

障
害
基
礎
年
金
受
給
者
に
対
す
る�

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
見
直
し

　
ひ
と
り
親
の
障
害
基
礎
年
金
受
給
者

は
、
障
害
基
礎
年
金
の
額
が
児
童
扶
養
手

当
の
額
を
上
回
る
場
合
、
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
３

月
分
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
障
害

基
礎
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
を
上
回

る
と
き
、
そ
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当
と

し
て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
①
児
童
扶
養
手
当
に
は
支
給
要
件
が
あ

り
ま
す
②
３
月
１
日
時
点
で
支
給
要
件
を

満
た
し
て
い
る
人
は
、
６
月
30
日
（
水
）

ま
で
に
申
請
す
れ
ば
３
月
分
の
手
当
か
ら

受
給
で
き
ま
す
③
既
に
児
童
扶
養
手
当
受

給
資
格
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、

手
続
き
不
要
で
す
。

申
請
・
問　
電
話
で
、
こ
ど
も
を
守
る
課

（
☎
８
１
２
・
２
２
１
０
）

母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
又
は
父
の
就
業
を

支
援
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
ま
す
。

∧
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
∨

　
教
育
訓
練
給
付
（
雇
用
保
険
制
度
）
の

指
定
講
座
な
ど
を
受
講
す
る
人
に
講
座
修

了
後
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
給
付
額　
雇
用
保
険
受
給
①
無
資
格
者

…
費
用
の
６
割
（
上
限
あ
り
）
②
有
資
格

者
…
一
般
教
育
訓
練
給
付（
費
用
の
２
割
、

上
限
あ
り
）
の
受
給
者
に
対
し
て
、
費
用

の
６
割
（
上
限
あ
り
）
と
の
差
額

∧
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
∨

　
看
護
師
な
ど
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め

に
、
６
か
月
以
上
養
成
機
関
な
ど
で
修
学

す
る
人
に
修
学
期
間
中
（
最
長
48
か
月
）、

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
給
付
額　
①
市
民
税
非
課
税
世
帯
…
月

額
10
万
円
②
課
税
世
帯
…
７
万
５
０
０
円

※
①
最
後
の
１
年
間
は
月
額
４
万
円
増
額

し
ま
す
②
修
了
し
た
と
き
は
、
修
了
支
援

給
付
金
∧
市
民
税
非
課
税
世
帯
（
５
万

円
）・課
税
世
帯
（
２
万
５
０
０
０
円
）
∨

を
支
給
し
ま
す
。

申
請・問　
直
接
、こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎

８
３
８
・
０
１
５
５
）

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援�

特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得
の
ひ
と
り

親
世
帯
に
生
活
の
支
援
を
行
う
た
め
に
支

給
し
ま
す
。

▽
対
象　
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
（
障
害
の
あ
る

児
童
は
20
歳
未
満
）
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
の
う
ち
①
令
和
３
年
４
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
た
人
②
公
的
年
金

な
ど
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
い
人
③
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児

　

申
し
込
み
は
い
ず
れ
も
当
日
直

接
。男

女
共
同
参
画
審
議
会

▽
日
時　
５
月
11
日
（
火
）
午
前
10

時▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二

委
員
会
室

▽
定
員　
５
人
（
先
着
順
）

問　
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
（
☎

８
２
５
・
２
１
６
８
）

市
総
合
教
育
会
議

▽
日
時　
５
月
24
日
（
月
）
午
後
３

時▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二

委
員
会
室

問　
教
育
政
策
総
務
課（
☎
８
１
３・

０
０
７
０
）

環
境
保
全
審
議
会

▽
日
時　
５
月
31
日
（
月
）
午
前
10
時

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
一

委
員
会
室　

問　
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
１
・
４

０
５
５
）

委員会など

※�

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
申
込
開
始
日

の
記
載
が
な
い
も
の
は
、原
則
、１
日（
１
日
が
土・

日
曜
日
、祝
日
の
と
き
は
、翌
平
日
）か
ら
可
能
で
す

（
公
共
機
関・団
体
、市
民
情
報
ひ
ろ
ば
は
除
く
）。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

市
民
公
益
活
動
災
害
補
償
制
度

　
市
民
活
動
を
安
心
し
て
行
っ
て
も
ら
う

た
め
、
公
益
活
動
中
に
起
き
た
事
故
に
よ

る
け
が
な
ど
の
傷
害
や
賠
償
責
任
を
負
っ

た
と
き
に
、
市
が
契
約
し
た
保
険
で
補
償

し
ま
す
。
事
故
な
ど
が
発
生
し
た
と
き
は

市
へ
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象　
市
民
５
人
以
上
の
団
体
に
よ

る
、
自
主
的
で
営
利
を
目
的
と
し
な
い
、

日
帰
り
で
行
う
市
民
公
益
活
動
（
地
域
社

会
活
動
、
青
少
年
健
全
育
成
活
動
、
社
会

福
祉
・
社
会
奉
仕
活
動
な
ど
）

※
市
へ
の
事
前
登
録
は
不
要
で
す
。

問　
各
団
体
の
担
当
課
又
は
市
民
活
動
振

興
室
（
☎
８
２
５
・
２
１
２
０
）

市

　
　政

二
つ
の
本
部
を
設
置

　
市
の
重
要
課
題
で
あ
る
「
子
育
て
と
教

育
の
総
合
支
援
」
及
び
「
市
民
サ
ー
ビ
ス

改
革
と
職
員
の
働
き
方
改
革
」
を
部
局
横

断
的
に
積
極
的
に
進
め
る
た
め
、
４
月
に

「
子
育
て・教
育
総
合
支
援
本
部
」
と
「
市

民
サ
ー
ビ
ス
・
働
き
方
改
革
本
部
」
を
設

置
し
ま
し
た
。

∧
子
育
て
・
教
育
総
合
支
援
本
部
∨

　
子
育
て
や
就
学
前
の
教
育
な
ど
を
担
当

す
る
部
門
で
組
織
し
ま
す
。
子
育
て
と
教

育
の
支
援
に
つ
い
て
の
施
策
を
総
合
的
・

計
画
的
に
推
進
し
ま
す
。

∧
市
民
サ
ー
ビ
ス
・
働
き
方
改
革
本
部
∨

　
企
画
及
び
人
事
を
担
当
す
る
部
門
で
組

織
し
ま
す
。
市
民
サ
ー
ビ
ス
改
革
と
職
員

の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
の
課
題
な
ど
に

取
り
組
み
ま
す
。

※
両
本
部
の
ほ
か
、
市
で
は
２
軸
化
事
業

本
部
を
設
置
し
、京
阪
沿
線
の
「
京
阪
軸
」

と
学
研
都
市
線
の
「
学
研
都
市
軸
」
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

問　
総
務
課
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
５
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
支
援
寄
付
金
の
募
集

　
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
で
市
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
な
ど
を
応
援
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
寄
付
者
は
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
①
ふ
る
さ
と
寄
付
金
記
念
品
贈
呈
の
対

象
外
で
す
②
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
市
民
活
動
振
興
室
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
活
動
振
興
室
（
☎
８
２
５
・
２

１
２
０)

第
五
次
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画�

達
成
状
況
調
査
の
結
果

　
平
成
28
年
度
～
令
和
２
年
度
の
５
年
間

を
計
画
期
間
と
す
る
第
五
次
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
達
成
状
況

◦電話での予約や郵送など、非接触での各種手続きなどに、協力をお願いします。

◦�広報誌に掲載されているイベントや講座などは、感染防止対策を講じた上で実
施します。今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合があ
りますので、事前に担当課などに確認してください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

※広報ねやがわに掲載している情報は、４月16日時点です。

市ホームページでも
公開しています

◦�市役所１階総合案内で「個人向け・事業者向け支援一
覧」を配布しています。ご利用のときはお声掛けくだ
さい。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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童
扶
養
手
当
を
受
け
ら
れ
る
水
準
と
な
っ

て
い
る
人

▽
支
給
額　
児
童
一
人
当
た
り
５
万
円

※
①
は
申
請
不
要
∧
５
月
11
日
（
火
）
振

込
予
定
∨
、
②
③
は
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
ど
も
を

守
る
課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問　
５
月
６
日
～
令
和
４
年
２
月

28
日
に
申
請
書
（
こ
ど
も
を
守
る
課
で
配

布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
ど
も
を
守

る
課
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
、

こ
ど
も
を
守
る
課（
☎
８
１
２・２
２
１
６
）

く
ら
し
の
情
報

５
月
は
消
費
者
月
間�

「＂
消
費
＂で
築
く
新
し
い
日
常
」

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
私
た
ち
の
行
動
様
式
は
大
き
く
変
化
し

ま
し
た
。
消
費
者
の
不
安
な
気
持
ち
に
つ

け
込
む
悪
質
商
法
や
、
消
費
行
動
の
変
化

に
よ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
た
め
に

は
正
確
な
情
報
収
集
が
大
切
で
す
。
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
相
談

事
例
や
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
通
信
販
売
に
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
∨

　
在
宅
時
間
が
多
く
な
っ
た
こ
と
や
「
新

し
い
生
活
様
式
」
の
推
進
に
よ
り
、
通
信

販
売
の
利
用
が
増
え
て
い
ま
す
。
初
め
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
を
利
用
す
る
人
は

特
に
注
意
が
必
要
で
す
。
通
信
販
売
に
は

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
が
な
い
た
め
、

一
方
的
に
解
約
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
通
信
販
売
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

記
載
さ
れ
て
い
る
条
件
（
解
約
・
返
品
な

ど
）
に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
注
文
前

に
表
示
を
し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
ま
ず
は
電
話
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
特
別
講
座
∨

　
５
月
25
日
（
火
）
午
後
１
時
30
分
～
３

時
、
市
立
池
の
里
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
多

目
的
室
６
、
テ
ー
マ
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

時
代
の
お
金
の
守
り
方
」、市
民
20
人
（
申

込
順
）、
受
講
無
料
。

申
込　
５
月
６
日
（
木
）
午
前
９
時
か
ら

電
話
で
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
８
２

８
・
０
４
２
８
）

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

問　
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２

８
・
０
３
９
７
）

食
用
油
の
回
収

　
５
月
28
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
業
務
用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は

持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

募
集
情
報

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

▽
職
種
な
ど　
①
保
育
士
②
留
守
家
庭
児

童
会
で
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
指
導

日　時 内　容

６月４日（金）
午前９時30分
～午後０時30分

活動を円滑にすす
めるために

午後１時30分
～３時30分 こどもの遊び

９日（水）
午前９時30分
～午後０時30分

こどもの栄養と食
生活

午後１時30分
～２時30分

小児看護の基礎
知識

15日（火）
午前10時～正午 心の発達とその

問題①

午後１時～３時 心の発達とその
問題②

18日（金）
午前10時～正午 安全・事故

午後１時～３時 保育の心

22日（火）
午前９時30分
～午後０時30分 救命救急

午後２時～４時 身体の発達と病
気

 ６月・７月中のいずれか2時間 こどもの世話

提供会員養成講習会

※ ６月４日（金）・９日（水）は日時・内容を変更する
ことがあります。

　
子
ど
も
の
短
時
間
預
か
り
や
保
育
所

な
ど
へ
の
送
迎
な
ど
、
空
い
た
時
間
に

地
域
の
子
育
て
を
支
援
す
る
会
員
組
織

で
す
。

　
提
供
会
員
養
成
講
習
会
の
日
程
は
左

の
表
の
と
お
り
、
リ
ラ
ッ
ト
３
階
セ
ミ

ナ
ー
ル
ー
ム
、
市
内
又
は
近
隣
に
在
住

し
、
子
ど
も
が
好
き
で
健
康
な
人
。

※
①
２
年
以
内
に
全
て
の
講
習
を
受
講

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
②
講
習
会
は
年

２
回
あ
り
ま
す
。

◎
一
時
保
育
を
行
い
ま
す
∧
定
員
各
２

人
（
申
込
順
、
新
規
の
人
優
先
）
∨
。

申
込
・
問　
直
接
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
∧
リ
ラ
ッ
ト
子
育

て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
館
２
階
（
☎
・
ＦＡＸ
８

３
９
・
８
８
１
７)

ファミリー・サポート・センター活動例

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

提
供
会
員
の
募
集

▽
勤
務
日
時　
①
月
～
土
曜
日
の
午
前
８

時
45
分
～
午
後
５
時
（
週
37
時
間
30
分
）

②
月
～
金
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
～
６
時

30
分（
長
期
休
暇
な
ど
の
変
則
勤
務
あ
り
）

▽
時
給　
①
１
２
９
５
円
②
資
格
あ
り

（
保
育
士
・
教
員
免
許
な
ど
）
…
１
１
７

５
円
・
資
格
な
し
…
１
０
９
７
円

▽
手
当　
①
年
間
１
か
月
分
（
６
月
・
12

月
各
０
・
５
か
月
分
）

※
在
職
期
間
に
応
じ
て
支
給
し
ま
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決

定
し
ま
す
。

申
込　
①
履
歴
書
と
本
人
確
認
書
類
の
写

し
を
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒

572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）②
直
接
、

青
少
年
課

問　
①
保
育
課
（
☎
８
１
２・２
５
５
２
）

②
青
少
年
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
５
）

自
然
資
料
施
設
運
営
ス
タ
ッ
フ
を�

募
集

　
中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室
内
自
然
体
験

学
習
室
で
の
体
験
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

運
営
ス
タ
ッ
フ
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
へ
の
自
然

体
験
の
提
供
や
工
作
活
動
に
興
味
が
あ
る

人
は
ぜ
ひ
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
直
接
窓
口
又
は
電
話
で
市
自

然
資
料
施
設
運
営
ス
タ
ッ
フ
の
会
（
市
立

中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室
内
☎
８
３
９･

６
８
８
２
）

市
職
員
を
募
集

　
令
和
３
年
度
職
員
採
用
試
験
を
実
施

し
ま
す
。
申
込
方
法
や
採
用
予
定
職
種

な
ど
、
詳
し
く
は
、
決
定
次
第
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
人
事
室
」
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

問　
人
事
室
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
８
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

ひ
ょ
う
た
ん
な
ど
の
苗
を�

無
料
配
布

　
５
月
10
日
（
月
）
午
前
9
時
30
分
～
午

後
５
時
、
南
寝
屋
川
公
園
管
理
棟
、
ひ
ょ

う
た
ん
・
お
も
ち
ゃ
カ
ボ
チ
ャ
約
２
０
０

株
（
先
着
順
、
１
人
２
株
ま
で
、
種
類
は

選
べ
ま
せ
ん
）。

問　
南
寝
屋
川
公
園
管
理
事
務
所
（
☎
８

２
４
・
６
２
６
２
）

生
ご
み
処
理
機
購
入
費
用
の�

一
部
補
助

　
購
入
前
に
補
助
金
の
交
付
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
対
象　
市
内
で
継
続
し
て
使
用
で
き
る

市
内
在
住
の
人
な
ど

▽
補
助
金
額　
購
入
価
格
（
税
抜
）
の
２

分
の
１
の
額
（
１
台
当
た
り
の
限
度
額
２

万
円
）、
１
０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て

▽
申
請
書
の
配
布　

市
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
、市
役
所
本
庁
総
合
案
内
、各
シ
テ
ィ・

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
環

境
総
務
課
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
①
補
助
金
は
１
世
帯
に
付
き
５
年
間
に

１
台
ま
で
（
機
器
破
損
に
よ
る
買
い
替
え

は
可
）
②
予
算
額
を
超
え
た
と
き
は
受
付

を
終
了
し
ま
す

申
請
・
問　
申
請
書
を
直
接
窓
口
又
は
郵

送
で
環
境
総
務
課
（
〒
572
―
０
８
５
５
寝

屋
南
一
丁
目
２
番
１
号
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
６
階
☎
８
２
４
・
０
９
１
１
）

ゴ
ー
ヤ
の
苗
を
無
料
配
布

　
窓
の
外
側
に
ゴ
ー
ヤ
を
植
え
、
グ
リ
ー

ン
カ
ー
テ
ン
を
作
り
ま
せ
ん
か
。
グ
リ
ー

ン
カ
ー
テ
ン
は
建
物
の
室
温
上
昇
を
抑

え
、
暑
い
夏
に
省
エ
ネ
効
果
が
あ
り
ま
す
。

▽
配
布
日
時
・
場
所　
左
の
表
の
と
お
り

▽
配
布
数　
１
人
５
株
ま
で
（
な
く
な
り

次
第
終
了
。
持
ち
帰
り
用
の
袋
が
必
要
）

※
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
に
協
力
し
て
も
ら

え
る
市
内
事
業
所
に
も
苗
を
配
布
し
ま

す
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
環
境
総
務
課（
☎
８
２
１・４
０
５
５
）

相

　
　談

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い
ま
す
。

▽
日
時　
５
月
14
日
・
28
日
、
い
ず
れ
も

金
曜
日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１

人
40
分
程
度
）

▽
場
所　
リ
ラ
ッ
ト（
市
立
子
育
て
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
２

※
相
談
無
料（
予
約
が
必
要
）、完
全
個
室
、

子
ど
も
連
れ
可
。

申
込
・
問　
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市

公
式
ア
プ
リ
「
各
種
予
約
」
又
は
電
話
で

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・

０
７
５
１
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
何
で
も
相
談

　

５
月
19
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

ゴーヤのグリーンカーテン

日　時 場　所

５月19日（水）
午前10時～11時 西北コミュニティセンター

午後２時～３時 南コミュニティセンター

５月20日（木）
午前10時～11時 東北コミュニティセンター

午後２時～３時 西コミュニティセンター

５月21日（金）
午前10時～11時 西南コミュニティセンター

午後２時～３時 東コミュニティセンター

５月22日（土） 午前10時～正午 市役所本庁舎ピロティ

ゴーヤの苗の配布

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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広報ねやがわ
令和３年５月号

広報ねやがわ
令和３年５月号

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の

設
立
手
続
き
や
会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア

ド
バ
イ
ス
な
ど
、
定
員
４
団
体
（
申
込
順
）。

申
込
・
問　
５
月
14
日
（
金
）
ま
で
に
直

接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

　
５
月
25
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
機
器

の
故
障・ト
ラ
ブ
ル
、定
員
10
人
（
申
込
順
）、

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
５
月
17
日
（
月
）
午
前
10
時

か
ら
直
接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談

　
内
容
な
ど
は
左
の
表
の
と
お
り
で
す
。

子
育
て
や
市
税
の
納
付
な
ど
の
相
談
を
、

市
役
所
に
行
か
な
く
て
も
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
情
報
化
推
進

課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

※
相
談
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
情
報
化
推
進
課
（
☎
８
２
５
・
２
１

１
４
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

５
月
は
宅
地
防
災
月
間

　
宅
地
災
害
が
起
き
る
と
家
屋
や
家
財
、

時
に
は
人
命
に
も
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
宅
地
災
害
を
防
止
す
る
た

め
に
自
宅
の
周
辺
を
点
検
し
、
石
垣
や

よ
う
壁
に
亀
裂
な
ど
が
入
っ
た
り
、
割

れ
目
か
ら
地
下
水
が
染
み
出
た
り
し
て

い
な
い
か
、
排
水
の
た
め
の
溝
に
泥
な

ど
が
詰
ま
っ
て
い
な
い
か
な
ど
を
確
認

し
、
早
急
に
適
切
な
処
置
を
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

問　
府
審
査
指
導
課
（
☎
06・６
２
１
０・

９
７
２
２
）
又
は
市
審
査
指
導
課
（
☎
８

２
５
・
２
７
９
８
）

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の�

お
知
ら
せ

∧
普
通
救
命
講
習
会
∨

　
５
月
29
日
（
土
）
午
後
１
時
～
４
時
、

寝
屋
川
消
防
署
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
や

心
肺
蘇
生
法
な
ど
の
知
識
と
技
術
を
習

得
、
寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・
在
職
・

在
学
の
人
15
人
（
先
着
順
）、
受
講
無
料
。

申
込
・
問　
５
月
18
日
～
21
日
の
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
電
話
で
寝
屋
川
消
防
署

警
備
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
６
６
）

∧
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
∨

　
６
月
16
日
（
水
）
午
前
10
時
～
午
後
４

主な内容 予約方法 担当課
婚姻、死亡、転入・転出、国民健
康保険、後期高齢者医療保険、
市税などについての手続き・相
談

市公式LINE
※ 電話予約も可

市民サービス部各担当
（☎824・1181）

子ども医療費、ひとり親家庭医
療費などの助成制度についての
相談

市 公 式 ア プ リ
「もっと寝屋川」
※電話予約も可

市民サービス部医療助成
担当
（☎812・2363）

在宅介護についての総合相談 高齢介護室
（☎838・0372）

障害についての相談（障害手帳の
申請、日常生活用具などに関する
相談）

障害福祉課
（☎838・0382）

妊娠期からの子育てについての相
談

子育て支援課
（☎838・0374）

幼小中学校園の教育などについ
ての相談

総合教育研修センター
（☎822・2126）

青少年の友人関係やひきこも
り、就労などについての相談

青少年課
（☎813・0075）

経営についての相談 電話予約 産業振興室
（☎828・0751）

オンライン相談時
30
分
・
17
日
（
木
）
午
前
10
時
～
午
後

５
時
、
い
ず
れ
も
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

消
防
本
部
、
寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住

又
は
在
職
の
人
で
防
火
管
理
の
資
格
を
必

要
と
し
、
適
切
に
業
務
を
遂
行
で
き
る
人

50
人（
申
込
順
）、受
講
料
４
０
０
０
円（
テ

キ
ス
ト
代
な
ど
、
初
日
に
納
付
）。

申
込
・
問　
５
月
24
日
～
28
日
の
午
前
９

時
～
５
時
15
分
に
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
又
は
申

込
書
（
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
又
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
予
防
指
導
課 

（
☎
８
５
２
・
９
９
１
２
、
ＦＡＸ
８
０
０
・

３
０
０
０
）

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
詳
し
く
は
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
②
車
で

の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

防
災
備
蓄
セ
ン
タ
ー
を
設
置

　
災
害
発
生
時
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
、
避
難
所
で
活
用
す

る
消
毒
液
な
ど
の
衛
生
管
理
用
品
や
防
災

用
ベ
ッ
ド
な
ど
を
購
入
す
る
と
と
も
に
、

各
避
難
所
に
配
備
し
き
れ
な
い
衛
生
管
理

用
品
な
ど
の
備
蓄
物
資
を
保
管
す
る
た
め
、

防
災
備
蓄
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。

問　
防
災
課
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
４
）

５
月
19
日
（
水
）�

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　
緊
急
情
報
の
周
知
に
活
用
す
る
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）を
使
っ

た
自
動
放
送
訓
練
を
行
い
ま
す
。
市
内
52

か
所
に
設
置
し
て
い
る
屋
外
拡
声
ス
ピ
ー

カ
ー
か
ら
放
送
し
ま
す
。

▽
日
時　
５
月
19
日
（
水
）
午
前
11
時

頃※
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
と
き
は
行
い
ま

せ
ん
。

問　
防
災
課
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
４
）

税
・
保
険
・

年
金

産
前
産
後
期
間
の�

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

▽
免
除
期
間　
出
産
予
定
日
又
は
出
産
日

が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
（
多

胎
妊
娠
の
と
き
は
、
出
産
予
定
日
又
は
出

産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か

月
間
）

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
か
月
）
以

上
の
出
産
を
い
い
ま
す
（
死
産
・
流
産
・

早
産
を
含
み
ま
す
）。

▽
対
象
者　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
人

届
出　
直
接
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・

住
基
担
当

問　
枚
方
年
金
事
務
所
（
☎
８
４
６
・
５

０
１
１
又
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住

基
担
当
（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

税
の
お
知
ら
せ

市
民
税
・
府
民
税
の
納
税
通
知
書
を�

送
付
し
ま
す

　
市
民
税
・
府
民
税
の
納
税
通
知
書
の
発

送
日
な
ど
は
下
の
表
の
と
お
り
で
す
。
徴

収
方
法
が
給
与
特
別
徴
収
の
み
の
人
は
、

５
月
18
日
（
火
）
か
ら
課
税
（
所
得
）
証

明
書
を
交
付
し
ま
す
。

※
①
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
で

の
交
付
は
、
徴
収
方
法
に
よ
ら
ず
６
月
１

日（
火
）か
ら
開
始
で
す
②
３
月
16
日（
火
）

以
降
に
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
や
市
・
府
民
税
の
申
告
を
し
た

と
き
は
、
通
知
書
又
は
課
税
（
所
得
）
証

明
書
に
申
告
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
市
民
税
担
当
（
☎

８
１
３
・
１
１
１
４
）

市
税
な
ど
の
便
利
な
納
付
方
法

　
多
様
な
納
付
方
法
を
用
意
し
て
い
ま

す
。
便
利
な
納
付
方
法
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

∧
納
付
で
き
る
市
税
な
ど
∨

○
市
民
税
・
府
民
税
（
普
通
徴
収
）

○
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

○
軽
自
動
車
税

○
国
民
健
康
保
険
料

∧
納
付
方
法
∨

〇
納
付
書
…
取
扱
金
融
機
関
に
加
え
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
可

〇
口
座
振
替
…
納
期
限
日
に
自
動
で
口
座

か
ら
引
き
落
と
し
て
納
付
す
る
便
利
で
安

全
な
方
法
（
取
扱
金
融
機
関
の
窓
口
で
手

続
き
が
必
要
で
す
。
一
部
金
融
機
関
は
市

役
所
な
ど
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
よ
る

手
続
き
が
可
能
）

〇
ラ
イ
ン
ペ
イ
…
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
「
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
」
ア
プ
リ
を
利
用
し
て
納
付
書
の
バ
ー

コ
ー
ド
を
読
み
取
り
納
付
す
る
方
法
で
す

納税通知書の種類 発送日 課税（所得）証明書交
付開始日

市民税・府民税税額決定・納税
通知書（普通徴収） ６月１日（火） ６月１日（火）

市民税・府民税税額決定・納税
通知書（年金特別徴収） ６月７日（月） ６月１日（火）

市民税・府民税の税額決定・納税通知書

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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インフォメーション

広報ねやがわ
令和３年５月号

〇
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
…
パ
ソ
コ
ン
な
ど

で
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、

専
用
サ
イ
ト
で
納
付
番
号
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
情
報
な
ど
を
入
力
し
て
納
付
す
る

方
法
で
す
（
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
）

〇
ペ
イ
ジ
ー
…
ペ
イ
ジ
ー
対
応
の
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
納
付
す
る
方
法
と
パ
ソ
コ
ン
な
ど
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
を
利
用
し

て
納
付
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す

※
納
期
限
が
過
ぎ
た
も
の
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。
納
税
証
明
書
が
早
急
に
必
要
な
と

き
は
、
市
役
所
や
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ

で
支
払
っ
た
領
収
書
を
持
っ
て
来
て
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市

民
サ
ー
ビ
ス
部
徴
収
・
納
付
担
当
」
を
見

て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
徴
収
・
納
付
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
３
６
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

非
自
発
的
失
業
者
の�

国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減

　
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
失
業
し
た
人

（
非
自
発
的
失
業
者
）
の
国
民
健
康
保
険

料
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
対
象　
離
職
日
に
65
歳
未
満
の
人
で
雇

用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
又
は
特
定
理

由
離
職
者
の
う
ち
、
離
職
理
由
コ
ー
ド
が

次
の
い
ず
れ
か
の
人

〇
特
定
受
給
資
格
者
…
11
・
12
・
21
・

22
・
31
・
32

〇
特
定
理
由
離
職
者
…
23
・
33
・
34

▽
軽
減
の
期
間　
離
職
日
翌
日
の
属
す
る

月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
末
ま
で

▽
必
要
書
類　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
・
本
人
確
認
書
類
・
認
め
印

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

令
和
３
年
度�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

∧
保
険
料
の
納
入
∨

　
７
月
に
令
和
３
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
及
び
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

∧
保
険
料
の
軽
減
措
置
∨

▽
均
等
割
額
の
軽
減　
世
帯
の
所
得
水
準

に
応
じ
て
保
険
料
の
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
７
・
75
割
と
７
割

だ
っ
た
軽
減
を
段
階
的
に
見
直
し
、
令
和

３
年
度
は
７
割
の
軽
減
で
す
（
左
の
表
の

と
お
り
）。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
資
格

管
理
課
（
☎
06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８
）

又
は
市
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
後
期
高
齢
者
医

療
担
当
（
☎
８
１
３
・
１
１
９
０
）

納期限のお知らせ
★固定資産税・都市計画税（徴収・納付担当）
……………………………………………全期・第1期
★保育所保育料（保育課）………………… 5月分

★軽自動車税（種別割、徴収・納付担当）
…………………………………………令和３年度分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）………… 5月分

～５月31日（月）までに納めましょう～

軽減
割合

軽減後の均等割額
（年額）

所得の判定区分（同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額等の合計額）

７ 割 16,233円 【基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得
者など※①の数－１）】を超えないとき

５ 割 27,055円
【基礎控除額（43万円）＋28万５,000円×（被
保険者数）＋10万円×（給与所得者など※①の
数－１）】を超えないとき

２ 割 43,288円
【基礎控除額（43万円）＋52万円×（被保険
者数）＋10万円×（給与所得者など※①の数－
１）】を超えないとき

均等割額の軽減

※ ①次のいずれかを満たす人㋐給与などの収入金額が55万円を超える人㋑65歳
未満かつ公的年金などの収入金額が60万円を超える人㋒65歳以上かつ公的年
金などの収入金額が125万円を超える人②基礎控除額などの数値は、今後の税
法改正などによって変動することがあります③軽減判定するときの総所得金
額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は
適用されません④当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以
上の人は、公的年金などの所得金額から15万円を控除して軽減判定します⑤
世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得
に含まれます。

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関などでの手続きと
各窓口やシティ・ステーションなどで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。手続き
方法など詳しくは、各課へ問い合わせてください。


